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ラッパ部 

7連覇 
　7月10日（日）に飯田市で行われた、飯伊消
防技術大会において、阿智村消防団のラッパ
部が優勝し7連覇を達成しました。伊那市で7
月31日に行われる県大会に出場します。 
　また、小型ポンプ操法の部では第5分団が第
2位、第3分団が第6位、ポンプ車操法の部で
は第2分団が第７位の成績でした。 
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●●● 国民健康保険税のお知らせ ●●●

　

六
月
八
日
に
阿
智
村
国
民
健
康

保
険
運
営
協
議
会
を
開
催
し
、
平

成
二
十
三
年
度
の
阿
智
村
国
民
健

康
保
険
税
の
税
率
改
定
に
つ
い
て

審
議
い
た
だ
き
ま
し
た
。
協
議
会

の
答
申
に
基
づ
き
阿
智
村
議
会
六

月
定
例
会
に
阿
智
村
税
条
例
の
一

部
改
正
案
を
上
程
し
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

平
成
二
十
二
年
度
の
医
療
給
付

費
に
つ
い
て
は
、
四
億
四
千
六
百

七
十
万
円
と
な
り
、
前
年
度
に
比

べ
約
二
十
％
伸
び
て
お
り
、
被
保

険
者
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
約

十
三
％
増
と
高
い
伸
び
と
な
り
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
平

成
二
十
三
年
度
の
国
保
会
計
に
つ

い
て
、
課
税
所
得
の
低
迷
に
よ
る

国
保
税
の
減
収
や
、
医
療
費
の
増

加
傾
向
が
続
い
て
い
る
現
状
の
見

込
み
に
修
正
し
検
討
し
た
と
こ
ろ
、

単
年
度
赤
字
が
約
五
千
三
百
万
円

に
増
加
す
る
見
込
み
で
す
。

税率表

賦　課
限度額平等割均等割資産割所得割区　　分

51万円

16,100円12,200円14.00％4.73％Ｈ23年度

医　　療
給付費分 16,100円12,200円14.00％3.89％Ｈ22年度

0円0円0％0.84％増減額（率）

14万円6,400円8,200円9.72％2.10％据　　置後期高齢者
支援金分

12万円6,000円7,700円9.95％1.64％据　　置介　　護
納付金分

国保財政調整基金の推移　　　　　　単位：千円

23年度末22年度末21年度末区　分

128,043150,500150,152基金残高

　

そ
こ
で
、
前
年
度
の
繰
越
金
三

千
百
万
円
と
基
金
か
ら
の
繰
り
入

れ
を
千
六
百
万
円
充
て
、
残
り
の

不
足
分
六
百
万
円
を
税
率
を
引
き

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
必
要
額
を
確

保
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
医
療
給
付
費
分
の

所
得
割
に
つ
い
て
〇
・
八
三
％
引

き
上
げ
を
お
願
い
し
、
四
・
七
三

％
に
改
定
し
ま
す
。
な
お
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
及
び
介
護
納
付

金
分
は
据
置
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
制
度
改
正
に
よ
り
国
保

税
の
賦
課
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

景
気
の
低
迷
に
よ
り
所
得
が
減

少
す
る
中
で
皆
様
の
負
担
が
増
す

わ
け
で
す
が
、
医
療
費
の
抑
制
と

併
せ
ま
し
て
、
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

平成23年度の 

税率を改定しました 税率を改定しました 
国民健康保険税の 
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１、歳出見込み　592,202千円 

2、歳入見込み　538,751千円 

国保税の歳入歳出見込み 

保険給付費 
384,900千円 

国保税 
113,855千円 

社保等より 
59,739千円 

基金繰入 
16,061千円 

税率改正 
6,390千円 

22年度繰越金 
31,000千円 

共同事業 
交付金 
43,255千円 

前期高齢者交付金 
135,565千円 

国負担分 
139,830千円 

介護分 
37,394千円 

県 
24,987千円 

後期高齢者支援 
73,672千円 

その他 
36,981千円 

その他 
21,520千円 

不足分 
53,451千円 

高額共同 
事業拠出金 
59,255千円 

不足分 53,451千円の財源内訳 

●●● 国民健康保険税のお知らせ ●●●

モデル世帯の国保税比較　　　　　　　　　平成23年度 

所得 200万円の家庭で　14，000円の負担増 

所得 100万円の家庭で　  5，600円の負担増　となります 

所得 200万円の家庭で　14，000円の負担増 

所得 100万円の家庭で　  5，600円の負担増　となります 

Ａ家(4人家族) 

世帯主　45歳　所得　　 200万円 

妻　　　45歳　なし 

子　　　15歳　なし 

子　　　10歳　なし 

固定資産税　　　　　　　 　5万円 

改訂前年税額　　　　 269,600円 

改訂後年税額　　　　 283,600円　　差額14,000円 

Ｂ家(2人家族） 

世帯主　　60歳　所得　100万円 

妻　　　　60歳　なし 

 

固定資産税　　　　　　　　5万円 

改訂前年税額　　　　118,800円 

改訂後年税額　　　　124,400円　　  差額5,600円 

　

現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
桃
色
）
は
、「
有
効
期

限　

平
成
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日
」
で
使
え
な

く
な
り
ま
す
。

　

八
月
一
日
ま
で
に「
有
効
期
限　

平
成
二
十
四
年

七
月
三
十
一
日
」と
記
載
さ
れ
た
、新
し
い
保
険
証

（
橙
色
）を
郵
送
し
ま
す
。

●
保
険
証
が
届
い
た
ら
…

　

記
載
事
項
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
！

　

住
所
、
氏
名
、
一
部
負
担
金
の
割
合
な
ど
、
保

険
証
の
記
載
内
容
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
部
負
担
金
の
割

合
（
一
割
ま
た
は
三
割
）
を
、
平
成
二
十
二
年
中

の
所
得
に
基
づ
き
、改
め
て
判
定
し
て
い
る
た
め
、

負
担
割
合
が
変
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

保
険
証
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

事
務
局　

資
格
管
理
課　

資
格
管
理
係

〒
三
八
〇－

〇
九
三
五 

長
野
県
長
野
市
大
字
中
御
所
七
九－

五 

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
長
野
会
館
二
階　

�
〇
二
六－

二
二
九－

五
三
二
〇（
代
表
）

ま
た
は
、
阿
智
村
役
場 
民
生
課
保
健
係

� 
四
三－

二
二
二
〇
（
内
線
二
四
一
）

八
月
は
被
保
険
者
証（
保
険
証
） 

定
期
更
新
の
月
で
す 

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
皆
様
へ 
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●●● 不法投棄・野焼き禁止について ●●●

　自然豊かな阿智村の綺麗な景観をみんなで守り、一人ひとりが自覚をもって不法投棄や野焼きを絶対に

しないようにしましょう。不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。

　

☆廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で不法投棄禁止、同法第16条の2で野焼きが禁

止されています。

☆同法第25条で不法投棄若しくは、野焼きを行ったものは、「5年以下の懲役若しくは1,000

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科（懲役と罰金の両方が科せられる意味）する。」と

なっています。

◎不法投棄
　　不法投棄は、自然環境や生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

　　原因者は、撤去を求められるとともに、重い刑罰が科せられます。

刑罰の内容内　　　　　　容行為者検挙年月日

罰金  50万円

　廃品回収業に従事していた際に、他人から処分を依頼された

家庭ごみの処分にあたり、処分費を支払うと利益が出ないとの

理由から、山林内に衣類や段ボールなど約200kgを投棄した。

男性（44）
平成22年

2月14日

罰金  20万円

　引っ越しの際に不要となった家庭ごみの処分費がなかったた

めに、パチンコ店の駐車場に家具、衣類、段ボールなど約105kg

を投棄した。

男性（36）
平成22年

3月4日

罰金  50万円

　引っ越しの際に、自宅に溜め込んだ家庭ごみの処分に困り、

2日に渡ってゴルフ場に衣類、空き缶、ペットボトルなどのご

み袋合計66袋、約195kgを投棄した。

男性（42）
平成22年

4月9日

罰金  30万円
　家庭ごみの処分に困り、他人の土地にペットボトル、空き缶、

タバコの吸い殻など約16kgを投棄した。
男性（37）

平成22年

7月2日

罰金  50万円
　家庭ごみの分別が面倒であるとの理由から、他人の畑などに

家具、衣類、ペットボトルなど約220kgを投棄した。
男性（53）

平成22年

8月16日

罰金  50万円
　引っ越しの際に不要となった家庭ごみの分別が面倒になり、

山林内に紙くず、雑誌、ビン等約20kgを投棄した。
男性（22）

平成22年

8月16日

�������	
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平成22年に検挙された、長野県下の不法投棄の主な事案
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●●● 不法投棄・野焼き禁止について ●●●

◎野焼き
　　野焼きは、煙や悪臭により自然環境や生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

　　例：落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー、庭木の剪定枝の焼却

農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の処理

　　例：稲わら、田や畑の法面等の草の焼却、伐採した枝の焼却など

風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

　　例：ほんやり等の地域の行事における不用となった門松やしめ縄などの焼却

国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

　　例：河川管理者による河川管理をするために伐採した草木等の焼却

震災、風水害、その他の災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な廃棄物の焼却

　　例：災害時における木屑の焼却、道路管理のために剪定した枝等の焼却

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条
　野焼きの例外　（特例として野焼きが許されているもの）

◎注意すべき事項
★特に住宅地に近い場所などでは煙や灰による苦情につながります。また、日常的に行っている場合に

は軽微とは言えなくなりますので、付近への充分な配慮をしてください。

★焚き火が特例で許されているからといって、焚き火のついでにビニール等を燃やすことは焚き火では

なく、明らかに野焼きに該当します。絶対にしないようお願いします。

不明な点は　役場ふるさと整備課廃棄物対策係

43－2220 までお問い合わせください。

刑罰の内容内　　　　　　容行為者検挙年月日

罰金  30万円

　再三にわたり行政機関から指導を受けていたにもかかわらず、

住宅工事現場などから発生した木くず約20kgを焼却施設の基

準に適合しない焼却炉で焼却した。

男性（33）
平成22年

1月15日

�������	
������������������������������

平成22年に検挙された、長野県下の野焼きの主な事案
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おしらせ 

木
造
住
宅
耐
震
診
断

申
込
み
受
付

　

専
門
家
に
よ
る
無
料
の
耐
震
診
断
の
申

込
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

本
人
の
費
用
負
担
な
し
（
無
料
）
で
、

村
が
専
門
家
を
派
遣
し
、
耐
震
診
断
を
行

い
ま
す
。

�
�
�
�
�

村
内
に
あ
る
、昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十

一
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
戸
建
住
宅
。

�
�
�
��

対
象
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方

�
�
��

申
請
者
の
方
の
費
用
負
担
は
あ

り
ま
せ
ん
（
無
料
）

�
�
�
�
�
��

診
断
を
ご
希
望
の
方
は
、

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日
ま
で
に
役

場
総
務
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

村
内
一
斉
に
各
部
落
の
自
主

防
災
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す

　

自
主
防
災
訓
練
が
八
月
二
十
八
日（
日
）

に
行
わ
れ
ま
す
。

　

阿
智
村
は
、
東
海
地
震
や
伊
那
谷
断
層

型
地
震
の
強
化
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
主
防
災
組
織
は
「
自
分
達
の
身
は
自

分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
意
識
や
連
携
で

自
主
的
に
組
織
さ
れ
た
、
災
害
に
よ
る
被

害
を
予
防
・
軽
減
す
る
た
め
の
活
動
す
る

組
織
で
す
。

　

い
つ
何
時
、
災
害
は
発
生
す
る
の
か
全

く
予
想
で
き
ま
せ
ん
。
日
頃
か
ら
防
災
意

識
を
高
め
、
地
域
内
の
連
携
を
図
り
減
災

へ
向
け
て
取
り
組
む
訓
練
が
今
後
重
要
と

な
り
ま
す
。

　

訓
練
当
日
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
ご
都
合

を
つ
け
て
参
加
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

保
育
料
を 

据
え
置
き
ま
す 

保
育
料
を 

据
え
置
き
ま
す 

保
育
料
を 

据
え
置
き
ま
す 

　

今
年
度
の
保
育
料
徴
収
の
基
準
額
は
据

え
置
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
七
月
分
の
保

育
料
か
ら
、
前
年
の
所
得
を
基
準
額
表
に

あ
て
は
め
て
徴
収
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、
徴
収
基
準
、
階
層
区
分
を

細
分
化
し
て
総
体
的
に
保
育
料
を
下
げ
る

な
ど
の
大
幅
な
改
定
を
行
い
ま
し
た
。
今

年
度
は
、
五
年
間
の
据
え
置
き
期
間
を
終

了
し
て
、
浪
合
地
区
も
阿
智
・
清
内
路
地

区
と
同
様
の
保
育
料
に
な
る
ほ
か
、
未
満

児
の
入
所
児
童
が
増
え
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
保
育
所
運

営
に
対
す
る
保

育
料
の
割
合
は

一
％
ほ
ど
伸
び

て
十
八
・
五
％

に
な
る
見
通
し

で
す
。

　

保
育
料
の
納

期
限
内
納
付
へ

の
ご
協
力
を
引

き
続
き
お
願
い

し
ま
す
。

�������	


村
職
員
等

【
地
域
経
営
課
】

▽
係
長　

近
藤
和
仁
（
民
生
課
浪
合
授
産

所
長
）

【
民
生
課
】

▽
授
産
所　

菱
田
直
樹
（
地
域
経
営
課
）
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人人人人人人人人人人人人人人人人
事事事事事事事事事事事事事事事事
異異異異異異異異異異異異異異異異
動動動動動動動動動動動動動動動動

人
事
異
動

〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈
平平平平平平平平平平平平平平平平
成成成成成成成成成成成成成成成成
二二二二二二二二二二二二二二二二
十十十十十十十十十十十十十十十十
三三三三三三三三三三三三三三三三
年年年年年年年年年年年年年年年年
七七七七七七七七七七七七七七七七
月月月月月月月月月月月月月月月月
一一一一一一一一一一一一一一一一
日日日日日日日日日日日日日日日日
〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

〈
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
〉

（　

）
内
は
旧
任

�
�
�
��

既
に
簡
易
耐
震
診
断
を
受
け
た
方
で
、

詳
し
い
診
断
に
よ
り
、
耐
震
改
修
を
検

討
さ
れ
る
場
合
は
、
精
密
診
断
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

役
場
総
務
課　

�
四
三－

二
二
二
〇

（
内
線
二
七
二
）

子
ど
も
と
一
緒
に

保
健
セ
ン
タ
ー
へ

　

保
健
セ
ン
タ
ー
は
健
診
な
ど
の
行
事
が

な
け
れ
ば
、
交
流
や
遊
び
の
場
と
し
て
利

用
が
で
き
ま
す
。

◇
利
用
可
能
時
間

・
午
前
九
時 
〜 
十
一
時
三
十
分

　

昼
食
を
と
る
場
合
は
午
後
一
時
ま
で

・
午
後
一
時 
〜 
四
時
三
十
分

◇
利
用
上
の
注
意

・
片
づ
け
を
す
る

・
飲
食
は
決
め
ら
れ
た
場
所
で

・
ゴ
ミ
は
持
ち
帰
る

・
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、子
育
て
支
援
室

の
窓
口
へ
一
言
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー
の
空
き
状
況
を
、
毎
月

発
行
す
る
子
育
て
カ
レ
ン
ダ
ー
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

　

暑
い
日
が
続
き
ま
す
。
子
ど
も
と
部
屋

に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
は
、
お
互
い
ス
ト

レ
ス
が
た
ま
り
ま
す
。
広
場
を
上
手
に
使
っ

て
、
子
育
て
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

子
育
て
支
援
室

　

�
四
五－

一
二
三
一

　

役
場
総
務
課　

�
四
三－

二
二
二
〇

（
内
線
二
七
二
）
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電源立地地域対策交付金事業 電源立地地域対策交付金事業 電源立地地域対策交付金事業 電源立地地域対策交付金事業 
　電源立地対策交付金は、電源用施設のある地域で行われる公共用施設整備や住民福祉の向上のために行
う事業に対して交付金を交付することにより、発電用施設の設置に係る地元に理解促進等を図ることを目
的として国から交付されます。
　阿智村では、電源立地交付金を認可保育所の保育士給料の一部に活用しています。

　　　　　交付金事業名称　　　　　　　　福祉サービス提供事業（保育所運営費）
　　　　　平成22年度交付金額　　　　　　10,800,000円
　　　　　平成23年度交付金見込額　　　　    9,145,000円

徴収基準（月額）各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

4歳以上児の
場合（円）

3歳児の
場合（円）

未満児の
場合（円）

定　　　義階層区分

000  
生活保護法による被保護世帯

（単給世帯を含む）
第1階層

5,3005,500
7,300  

（6,300）
市町村民税
非課税世帯

第1階層及び第4～第7
－1階層を除き、前年度
分の市町村民税額の区分
が次の区分に該当する世
帯

第2階層

10,80011,100
14,800  

（13,800）
村民税課税世帯第3階層

14,90015,300
20,200  

（19,200）
20,000円未満

第1階層を除き、前年分
の所得税課税世帯であっ
て、その所得税の額の区
分が次の区分に該当する
世帯

第4－1
階層

17,50017,900
22,500  

（21,500）
20,000円以上
40,000円未満

第4－2
階層

19,20019,700
26,800  

（25,800）
40,000円以上
71,500円未満

第5－1
階層

19,80020,000
31,000  

（30,000）
71,500円以上
103,000円未満

第5－2
階層

20,40020,800
35,600  

（34,600）
103,000円以上
258,000円未満

第6－1
階層

21,00021,200
39,100  

（38,100）
258,000円以上
413,000円未満

第6－2
階層

24,20024,600
42,500  

（41,500）
413,000円以上第7階層

＊ 年度途中に3歳に到達した児童の保育料は、未満児の保育料から1,000円を減額。ただし、給食や施設
環境等変更ない場合は減額しません。

＊ 同一世帯で同時に2人以上の児童が入所している場合、保育料が軽減されます。
・ 同時入所児童のうち1人目は全額徴収、2人目は1/2徴収、3人目は無料。
＊ 3子目以降の3歳以上児は全額免除。3歳未満児は1/2徴収。
＊ 第2・3階層の母子・父子世帯、障害者のいる世帯は減免があります。
・ 第2階層は全額免除。第3階層は1,000円減額。
＊ 阿智村に住所を有する広域入所児童1人あたり、徴収基準額に5,000円を加算。

保育料徴収基準額表

お問い合わせ　教育委員会　�45－1231
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おしらせ 

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ 

　

任
期
満
了
に
よ
る
七
月
十
日
執
行

の
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
は
、
五

日
に
告
示
さ
れ
、
定
数
と
同
数
の
次

の
十
三
名
が
立
候
補
し
無
投
票
当
選

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
、
三
年
間
の

任
期
で
村
の
農
業
振
興
に
ご
尽
力
い

農
業
委
員
改
選

阿智村農業委員会委員　一般選挙当選者名簿（届出順）
委員の氏名部　落

木　下　秀　直東　栗　矢1

原　　　源四郎洞2

原　　　秋　喜備　中　原3

下　原　広　人曽　　　山4

藤　澤　英　敏上　半　堀5

石　原　勝　夫下　　　平6

井　原　正　義大　　　野7

塚　田　和　俊木　戸　脇8

澁　谷　章　行濃　　　間9

原　　　直　助知　久　保10

内　田　浩　司中　関　下11

田　中　彦　市古　　　料12

櫻　井　房　人中13

　平成23年度　農作業標準労賃・機械作業料金
１．食事は、労務者持ちとします。
２．１日の労働時間は、実働8時間とします。
３．消費税5％は、内税とします。

（単位：円）

摘 要賃 金単 位作業別種類

6,4001日一 般 作 業
稲  
作

6,5001日田 植 作 業

◎散布機持ち込み1,6001時間防 除 作 業

6,4001日一 般 作 業畑作

1,6001時間せ ん 定 作 業
果  
樹

8501時間花 付 け 作 業

6,4001日一 般 作 業

◎農作業労賃

摘 要標準労賃・機械作業料金単 位作業別種類

◎労務受託者のみ1,6001時間機械オペレーター

機
械
作
業
（
特
殊
田
は
別
途
考
慮
）

◎15cm耕起を基準とする。
　面積3アール以下のほ場については、20%増とする。
◎代かきはあげ代を条件とする。

8,500１０アール耕 起 の み

12,500１０アール代 か き の み

10,000１０アール田 植 作 業

◎結束ひも付き
◎倒伏田・軟弱田は20%増しとする。

10,000１０アールバ イ ン ダ ー

◎補助者は委託者が手配する。
◎倒伏田・軟弱田は20%増しとする。

23,000１０アールコ ン バ イ ン

◎面積3アール以下のほ場については、20%増しとする。10,500１０アールハ ー ベ ス タ ー

◎玄米　水分18％未満600
1俵乾 燥 の み

◎玄米　水分18％以上900

◎技術者付き。
◎20俵以下は20%増しとする。

9001俵も み す り

◎農薬は委託者持ち3,500１０アールＳ . Ｓ 防 除 作 業

◎機械作業料金 （単位：円）

た
だ
き
ま
す
。
農
地
に

関
す
る
ご
相
談
は
農
業

委
員
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局

（
�
四
三－

二
二
二
〇

内
線
二
二
六
）

【阿智村農業委員会】
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摘 要賃 金単 位機 械 名

◎耕起のみ　ロータリー付き5,000１０アール乗 用 ト ラ ク タ ー

◎歩行型は半額位5,000１０アール乗 用 型 田 植 機

5,000１０アールバ イ ン ダ ー

5,000１０アールハ ー ベ ス タ ー

3,000１０アール乗 用 モ ア

◎農業機械貸付け料金

摘 要賃 金単 位

6001箱残 苗

◎残苗料金

※燃料は借受者持ちとする。

（単位：円）

（単位：円）

（平成23年4月1日～平成26年3月31日まで適用）
○旧阿智村、旧浪合村　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿智村農業委員会（10アール／円）

備　考ナシ・リンゴ畑田

別紙等級基準区分表による26,0009,00014,0001

〃23,0008,00012,0002

〃20,5007,00010,0003

〃18,0006,0008,0004

〃15,5005,0006,5005

〃13,4004,0005,0006

注）ただし、ナシ・リンゴの小作料については、成園の状態をいう。
　　等級基準区分表は変更しておりません。

等級
区分

阿智村農地賃借料の目安

○旧清内路村　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（10アール／円）

備　考農地の区分小作料区　　分

基準収量が10a当り368～349kgの田下清部落　同以南14,000��

田 基準収量が10a当り348～329kgの田黒川　上清内路13,000��

基準収量が10a当り348～329kgの田七々平及び上記以外12,000��

概ね標高が700mの地区下清部落　同以南8,300��

畑 概ね標高が700～900mの地区黒川　上清内路（七々平を除く）7,500��

概ね標高が900m以上の地区七々平及び上記以外6,500��



��������������

おしらせ 

�������	
�

「
家
畜
商
先
進
活
動

 
優
良
事
例
表
彰
を
受
賞
」

　

六
月
十
七
日
に
、
東
京
都
中
央
区
の
馬

事
畜
産
会
館
に
お
い
て
、
下
西
の
村
澤
勲

さ
ん
が
日
本
家
畜
商
協
会
の
平
成
二
十
二

年
度
家
畜
商
先
進
活
動
優
良
事
例
表
彰
を

受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
他
の
模
範
と
な
る
優

良
な
家
畜
商
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
取
り
組

み
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
、
村
澤
さ
ん
は

全
国
で
わ
ず
か
七
名
の
受
賞
者
の
う
ち
の

一
人
で
す
。

　

家
畜
商
は
、
家
畜
の
取
引
、
肉
用
牛
の

生
産
、
畜
産
農
家
に
対
す
る
指
導
等
に
よ

り
、
地
域
の
畜
産
振
興
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。

水
洗
化
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

水
洗
化
は
生
活
環
境
の
向
上
と
河
川
等

の
水
質
保
全
の
た
め
に
大
切
な
事
業
で
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
公
共
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水

事
業

　

公
共
下
水
道
施
設
・
農
業
集
落
排
水
施

設
の
整
備
が
完
了
し
供
用
開
始
と
な
っ
た

地
域
で
は
、
三
年
以
内
に
下
水
道
等
公
共

ま
す
へ
接
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
宅
内
排
水
設
備
工

事
を
し
て
い
た
だ
き
公
共
ま
す
へ
接
続
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
浄
化
槽
で
既
に
水
洗
化
さ
れ
て

い
て
も
下
水
道
等
の
区
域
と
な
っ
た
地
域

は
、
公
共
ま
す
が
設
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

下
水
道
へ
接
続
す
る
約
束
と
な
っ
て
い
ま

す
。

【
宅
内
排
水
設
備
工
事
の
流
れ
】

①
阿
智
村
の
指
定
を
受
け
た
指
定
工
事

店
に
見
積
な
ど
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

②
指
定
工
事
店
と
契
約

③
村
へ「
排
水
設
備
工
事
計
画
確
認
申

請
書
」を
提
出（
指
定
工
事
店
が
行
い

ま
す
。）

④
工
事
完
了
後
、村
へ「
工
事
完
了
届
」と

「
使
用
開
始
届
」を
提
出（
指
定
工
事

店
が
行
い
ま
す
。）

お
問
い
合
わ
せ
は

阿
智
村
役
場　

ふ
る
さ
と
整
備
課

下
水
道
係
（
�
四
三－

二
二
二
〇
）

二
、合
併
処
理
浄
化
槽

　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

公
共
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
施
設
が
な

い
地
域
で
実
施
す
る
水
洗
化
事
業
で
、
地

域
の
水
環
境
を
守
る
た
め
に
必
要
な
事
業

で
す
。
是
非
多
く
の
方
に
合
併
処
理
浄
化

槽
を
設
置
し
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
自
然

を
守
り
、
快
適
な
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に

補
助
金
な
ど
十
分
な
予
算
化
を
し
て
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
を
聞
き
た
い
、
今
後
の
参

考
に
し
た
い
、
す
ぐ
に
設
置
し
た
い
な
ど

な
ん
で
も
結
構
で
す
、
ふ
る
さ
と
整
備
課

廃
棄
物
対
策
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

三
、支
援
制
度
を
御
活
用
い
た
だ
け
ま
す

　

村
で
は
村
内
の
住
宅
関
連
産
業
を
中
心

と
し
た
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
と
と

も
に
、
村
民
の
皆
様
の
住
環
境
の
向
上
を

目
的
に
、
リ
フ
ォ
ー
ム
経
費
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。
水
洗
化
目
的
で
下
水
道
、

農
業
集
落
排
水
、
合
併
処
理
浄
化
槽
接
続

工
事
も
対
象
の
工
事
で
す
。

　

事
業
は
、
阿
智
村
内
の
施
工
業
者
に
よ

る
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
で
、
総
工
事
費

が
二
十
万
円
以
上
の
も
の
。
補
助
金
額
は

十
万
円
。

手
続
き
の
方
法
な
ど
ご
相
談
、
お
申
込
み

　

阿
智
村
商
工
会（
�
四
三－

二
二
四
一
）

ま
た
は
、

阿
智
村
役
場
地
域
経
営
課

（
�
四
三－

二
二
二
〇
）

ク
マ
の
出
没
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　

七
月
か
ら
九
月
は
、
山
の
え
さ
が
不
足

と
な
る
た
め
、
果
樹
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

民
家
付
近
の
残
飯
な
ど
の
餌
を
求
め
て
ツ

キ
ノ
ワ
グ
マ
が
人
家
付
近
ま
で
近
づ
い
て

来
て
し
ま
い
ま
す
。

　

特
に
早
朝
や
、
夕
暮
れ
時
は
ク
マ
が
活

発
に
行
動
す
る
時
間
帯
で
す
の
で
、
散
歩

や
、
農
作
業
な
ど
の
際
は
ラ
ジ
オ
や
鈴
な

ど
の
音
の
出
る
も
の
を
携
帯
し
、
ク
マ
と

遭
遇
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ク
マ
を
見
か
け
た
り
、
足
跡
な

ど
出
没
の
形
跡
が
あ
っ
た
場
合
は
役
場
ま

で
情
報
提
供
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
、
連
絡
先

　

ふ
る
さ
と
整
備
課　

林
務
係

　

�
四
三－

二
二
二
〇
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警
察
で
は
、
身
内
の
方
な
ど
の
行
方
が

分
か
ら
ず
、
お
困
り
の
方
か
ら
の
相
談
に

年
間
を
通
じ
て
応
じ
て
お
り
ま
す
が
、
八

月
に
は「
行
方
不
明
の
人
を
捜
す
相
談
所
」

を
開
設
し
て
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

相
談
所
の
開
設
日
時
・
場
所
は
次
の
と

お
り
で
す
。

『
行
方
不
明
の
人
を
捜
す
相

談
所
』
開
設
の
お
知
ら
せ

※
長
野
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
行
方

不
明
の
人
を
捜
す
相
談
所
」
に
関
す
る

情
報
を
掲
載
し
、
長
野
県
内
に
お
い
て

亡
く
な
ら
れ
た
身
元
不
明
の
方
の
所
持

品
等
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧

下
さ
い
。（
県
外
情
報
へ
の
リ
ン
ク
集

も
掲
載
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.nagano.lg.jp/police/

        
 
 
                          

※
ア
ク
セ
ス
要
領

刑
事
部 →

鑑
識
課　

行
方
不
明
の
人

を
捜
し
て
い
ま
す →

相
談
所
を
開
設

し
て
い
ま
す

の
順
に
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
に
訪
れ
る
際
は
、
担
当
の
係
員
が

事
件
等
で
不
在
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
の
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

飯
田
警
察
署　

鑑
識
係

　

�
〇
二
六
五－

二
二－

〇
一
一
〇

内
線
三
五
一
・
三
五
二
番

場　　　所日　　　時

警察本部鑑識課
（長野市松代町警察機動センター内）
電話（026）278－9500　内線　512 

年間を通じて
午前9時30分～午後5時
（土・日等の休日を除く）

県下各警察署の刑事課、生活安全課又は生
活安全・刑事課

8月1日～8月31日
午前9時30分～午後5時
（土・日曜の休日を除く）

飯田警察署
電話（0265）22－0110

8月1日（月）
午前9時30分～午後5時�

�
�
�
�

松本警察署
電話（0263）25－0110

8月2日（火）
午前9時30分～午後5時

上田警察署
電話（0268）22－0110

8月3日（水）
午前9時30分～午後5時

石
綿
に
よ
る
疾
病
に

気
づ
い
て
い
な
い
方
を

探
し
て
い
ま
す

　

石
綿
に
よ
り
疾
病
は
十
数
年
前
の
仕
事

で
も
発
症
し
ま
す
。

●
も
う
一
度
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
過
去
に
石
綿
を
取
り
扱
う
仕
事
を
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

・
過
去
に
仕
事
で
石
綿
を
吸
い
込
ん
だ
可

能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

●
い
ま
、
お
体
は
大
丈
夫
で
す
か
。

・
息
切
れ
、
せ
き
、
胸
が
苦
し
い
等
の
症

状
が
出
て
い
ま
せ
ん
か
。

※
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
呼
吸
器
系
の

症
状
が
よ
く
現
れ
ま
す
。

・
中
皮
腫
、
肺
が
ん
等
の
病
気
で
療
養
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

※
石
綿
を
吸
い
込
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人

に
発
症
す
る
こ
と
の
あ
る
病
気
で
す
。

●
ご
家
族
な
ど
で
…

・
中
皮
腫
、
肺
が
ん
等
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
は
い
ま
せ
ん
か
。

　

お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
最
寄
り
の

労
働
基
準
監
督
署
又
は
長
野
労
働
局
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、

労
災
保
険
給
付
又
は
特
別
遺
族
給
付
金
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求
期
限
は
、平
成

二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
で
す
。

　

労
災
保
険
給
付
の
請
求
に
つ
い
て
も
、

請
求
期
限（
時
効
）が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
長
野
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

http://w
w
w
.nag

ano-roudoukyoku.

        
 
 
    
                

g
o.jp/

 
     

お
問
い
合
わ
せ
先

　

長
野
労
働
局

　

�
〇
二
六－

二
二
三－

〇
五
五
六

飯
田
地
区
防
犯
協
会

　

連
合
会
長
よ
り

表
彰
さ
れ
ま
し
た

　

六
月
一
日
（
水
）
に
、
飯
伊
地
区
防
犯

協
会
連
合
会
の
平
成
二
十
三
年
度
の
通
常

総
会
が
飯
田
市
の
シ
ル
ク
ホ
テ
ル
で
行
わ

れ
、
防
犯
功
労
団
体
と
し
て
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ち
さ
と
（
代
表　

井
原
正
義
さ
ん

（
大
野
））」
と
防
犯
功
労
者
と
し
て
「
増

田
美
奈
子
さ
ん
（
中
関
下
）」
が
子
ど
も

安
全
対
策
、
地
域
安
全
対
策
を
推
進
し
た

功
労
に
対
し
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

�������	

���������
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おしらせ 
　

長
野
県
内
の
各
分
野
で
顕
著
な
功
績
を

あ
げ
た
団
体
・
個
人
を
表
彰
す
る
「
長
野

県
知
事
表
彰
」
に
阿
智
村
か
ら
三
名
が
表

彰
さ
れ
、
六
月
十
六
日
阿
智
村
役
場
で
伝

達
さ
れ
ま
し
た
。

産
業
功
労
（
観
光
）
山
口
幸
直
さ
ん

【（
前
）
阿
智
村
観
光
協
会
副
会
長
】

産
業
功
労
（
商
工
）
松
下
昭
三
さ
ん

【（
前
）
浪
合
村
商
工
会
会
長
】

産
業
功
労
（
商
工
）
野
村
和
男
さ
ん

【（
前
）
清
内
路
村
商
工
会
会
長
】

長
野
県
知
事
表
彰

　

現
在
、阿
智
・
清
内
路
地
区
の
皆
さ
ん
に

村
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
、情
報

化
事
業
サ
ー
ビ
ス
の
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
サ
ー
ビ
ス「
こ
み
こ
み
プ
ラ
ン
」・「
ス

タ
ン
ダ
ー
ト
プ
ラ
ン
」に
つ
き
ま
し
て
は
、

�
村
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
契

約
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
（
特
定
地
域
向

け
Ｉ
Ｐ
デ
ー
タ
通
信
網
サ
ー
ビ
ス
）
の

契
約
期
間
が
平
成
二
十
四
年
三
月
で
終

了
す
る
事

�
日
々
変
化
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
村
の
サ
ー
ビ

ス
で
は
対
応
で
き
な
い
も
の
が
増
え
て

い
る
事
や
ユ
ー
ザ
ー
サ
ポ
ー
ト
に
も
職

員
で
は
限
度
が
あ
る
事

�
今
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た

新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
た
場
合
、

村
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
事

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
昨
年
の
九
月
に
利

用
者
の
皆
さ
ん
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

や
、広
報
あ
ち　

平
成
二
十
二
年
十
月
号
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
文
字
放
送
で
も
お
知
ら

せ
し
て
き
ま
し
た
と
お
り
、
平
成
二
十
三

年
十
月
よ
り
地
区
ご
と
サ
ー
ビ
ス
を
終
了

い
た
し
ま
す
。

　

終
了
後
、
村
内
へ
の
光
フ
ァ
イ
バ
を
利

用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス

は
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ

東
日
本
）
が
村
に
代
わ
っ
て
サ
ー
ビ
ス

（
フ
レ
ッ
ツ
光
※
）
を
提
供
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
情
報
化
事
業
サ
ー
ビ
ス
の
光
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
こ
み
こ

み
プ
ラ
ン
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ト
プ
ラ
ン
）
を

ご
利
用
中
の
皆
様
へ
は
、
サ
ー
ビ
ス
終
了

に
関
す
る
書
類
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

移
行
調
査
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

七
月
二
十
七
日
（
水
）
ま
で
に
返
送
頂
き

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

※
フ
レ
ッ
ツ
光
と
は

�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
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お
問
い
合
わ
せ

・「
こ
み
こ
み
プ
ラ
ン
」「
ス
タ
ン
ダ
ー
ト

プ
ラ
ン
」
の
解
約
に
関
す
る
こ
と

 
阿
智
村
情
報
化
事
業
サ
ー
ビ
ス 

村
の
光
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
つ
い
て

長
野
県
弁
護
士
会
よ
り

●
電
話
無
料
ガ
イ
ド
の
ご
案
内

　

弁
護
士
に
相
談
し
た
い
が
弁
護
士
を
知

ら
な
い
、
裁
判
を
起
こ
し
た
い
が
手
続
き

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
ど
と
い
っ
た
お
問

い
合
わ
せ
に
、
弁
護
士
が
直
接
電
話
で
お

答
え
し
ま
す
。
一
回
あ
た
り
十
分
程
度
、

無
料
で
す
。
受
付
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

（
祝
日
は
除
く
）
ま
で
の
毎
日
、
午
後
一

時
十
五
分
か
ら
二
時
四
十
五
分
ま
で
と
な

り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
日
に

法
律
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

�
〇
二
六－

二
三
一－

三
〇
三
一

　

に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
遺
言
・
相
続
無
料
電
話
相
談

（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。）

　

遺
言
と
相
続
に
つ
い
て
お
困
り
の
方
に

弁
護
士
を
紹
介
し
ま
す
。
弁
護
士
が
二
十

分
程
度
電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
毎
日
（
休
日
は
除

く
）、午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

　

�
〇
二
六－

二
三
二－

二
一
〇
六

　

に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

長
野
県
弁
護
士
会

　

�
〇
二
六－

二
三
二－

二
一
〇
四
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協
働
活
動
推
進
課（

�
四
三－

二
二
二
〇
）

・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
の
フ
レ
ッ
ツ
光
に
関
す

る
こ
と

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本　

販
売
委
託
会
社

　

エ
グ
ザ
株
式
会
社

　
（
�
〇
一
二
〇－

〇
五
六－

六
〇
四

　
【
午
前
十
時
〜
午
後
六
時
ま
で（
無
休
）】

�
�
�
�
�
�
�
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終
戦
当
時
、引
揚
者
の

方
々
か
ら
お
預
か
り
し

た
通
貨
・
証
券
等
を
返

還
し
て
い
ま
す

　

名
古
屋
税
関
で
は
、
終
戦
後
に
外
地
か

ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方
々
が
税
関
な

ど
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
や
証
券
等
を
お
返

し
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
な
お
、
引
き
取

り
手
が
な
く
保
管
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　

返
還
請
求
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ご
本

人
は
も
と
よ
り
ご
家
族
の
方
で
も
構
い
ま

せ
ん
。
お
心
当
た
り
の
方
は
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

保
管
し
て
い
る
通
貨
・
証
券
等

●
上
陸
地
の
税
関
又
は
海
運
局
に
預
け
ら

れ
た
通
貨
・
証
券
等

●
帰
国
前
に
在
外
公
館
や
日
本
人
自
治
会

等
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券
等
の
う

ち
、
そ
の
後
日
本
に
返
還
さ
れ
た
も
の

通　

貨：

旧
日
本
銀
行
券
、
旧
日
本
軍

軍
票　

等

証
券
等：

支
那
事
変
割
引
国
庫
債
券
、

大
東
亜
戦
争
割
引
国
庫
債

券　

等

返
還
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
先

　

財
務
省
名
古
屋
税
関　

監
視
部
監
視
通

関
部
門  
�
〇
五
二－

六
五
四－

四
〇
六
〇

〒
四
五
五－

八
五
三
五　

名
古
屋
市
港
区

入
船
二
丁
目
三
番
十
二
号

平成23年度　自衛官等募集案内

自衛官候補生一般曹候補生

１８歳以上２７歳未満
１８歳以上２７歳未満資　　　格

【女子】【男子】

平成２３年８月１日～９月９日平成２３年８月１日～９月７日平成２３年８月１日～９月９日受付期間

平成２３年９月２５日
平成２３年９月１８日・２４日・
１０月１日のうちいずれか１日

平成２３年９月１７日試験日・第1次試験

防衛医科大学校学生看護学生航空学生

高卒（見込み含む）２１歳未満高卒（見込み含む）２４歳未満高卒（見込み含む）２１歳未満資　　　格

平成２３年９月５日～９月３０日平成２３年９月５日～９月３０日平成２３年８月１日～９月９日受付期間

平成２３年１０月２９日・３０日平成２３年１０月２２日平成２３年９月２３日第1次試験（学科）

防衛大学校学生

高卒（見込み含む）21歳未満
資　　　格

【一般試験】【推薦試験】

平成２３年９月５日～９月３０日平成２３年９月５日～８日受付期間

平成２３年１１月５日・６日平成２３年９月２４日・２５日試験日・第1次試験

�������	
���������������������������������	
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2011年（平成23年）7月24日 
アナログ放送は見られなくなります！ 

※ケーブルテレビにご加入の皆さんも 
　アナログ放送は見られなくなります。地デジの準備をお願いします。 
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おしらせ 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
を

導
入
し
ま
し
た

　

こ
の
四
月
か
ら
村
内
三
地
区
に
、
地
域

お
こ
し
協
力
隊
員
が
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

　

智
里
西
、
浪
合
、
清
内
路
で
そ
れ
ぞ
れ

一
人
が
地
域
の
特
色
と
課
題
に
合
わ
せ
た

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
地
区
は
特
に
人
口
減
少
と
集
落

維
持
に
大
き
な
課
題
を
持
っ
て
い
ま
す
。
課

題
に
当
た
る
実
働
部
隊
と
し
て
、
今
ま
で

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
少
し
で
も
前
に

進
め
、
若
い
力
で
仕
事
づ
く
り
、
経
済
活

性
化
、
人
口
増
な
ど
へ
の
期
待
が
大
き
い

所
で
す
。

智
里
西
地
区
担
当

大
藪
政
隆
（　

歳
）

３４

�

�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


	
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
	

�
�

�
��
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�

浪
合
地
区
担
当牛

丸
義
郎
（　

歳
）
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清
内
路
地
区
担
当

本
柳
寛
人
（　

歳
）
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い
ま
す
。
井
原
道
夫
さ
ん（
阿
智
村
出
身
）

の
蝶
・
蛾
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
二
五
、〇
〇

〇
点
の
中
か
ら
阿
智
村
園
原
で
見
ら
れ
る

蝶
の
標
本
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

櫻
井
正
人
さ
ん
が
阿
智
村
で
行
っ
た
ア
サ

ギ
マ
ダ
ラ
の
渡
り
調
査
の
結
果
も
展
示
し

て
い
ま
す
。

●
期　

間　

六
月
八
日
（
水
）

　
　
　
　
　

〜
八
月
二
十
九
日
（
月
）

●
観
覧
料

　
　
　
　

大
人
二
〇
〇
円
（
一
五
〇
円
）、

　
　
　
　

小
人
一
〇
〇
円

※（　

）内
は
十
名
以
上
団
体
料
金

●
関
連
イ
ベ
ン
ト

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	



七
月
三
十
一
日
（
日
）
九：

〇
〇

ヘ
ブ
ン
ス
そ
の
は
ら
山
麓
駅
集
合

　
（
十
二：

〇
〇
終
了
予
定
）

申
込
必
要
（
定
員
二
十
名
）　

参
加
費　

千
円

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

七
月
三
十
一
日
（
日
）
十
四：

〇
〇
〜　

会
場：

は
ゝ
き
木
館

申
込
必
要
（
定
員
二
十
名
）

参
加
費　

無
料

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�
�

　
「
は
ゝ
き
木
館
」
で
は
、
六
月
八
日
か

ら
夏
季
企
画
展
「
そ
の
は
ら
の
蝶
々
展
ー

園
原
で
見
ら
れ
る
自
然
ー
」
を
開
催
し
て

阿
智
村
東
山
道
・

園
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
「
は
ゝ
き
木
館
」

夏
季
企
画
展「
そ
の
は
ら
の

蝶
々
展
ー
園
原
で
見
ら
れ
る

自
然
ー
」
の
お
知
ら
せ
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交
通
遺
児
等
（
育
成
資
金
）
貸
付

　

自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
死
亡
ま
た
は
、

重
度
後
遺
障
害
者
に
な
ら
れ
た
方
の
お
子

様（
〇
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
）に
対
し
、

育
成
資
金
を
無
利
子
で
お
貸
し
し
ま
す
。

◆
貸
付
金
額

　

は
じ
め
に
一
時
金 
一
五
五
、〇
〇
〇
円

　

毎
月 

二
〇
、〇
〇
〇
円

　

入
学
支
度
金
（
小
・
中
学
校
入
学
時
）

 

四
四
、〇
〇
〇
円

◆
貸
付
期
間

貸
付
が
決
定
し
た
月
か
ら
中
学
校
卒
業

ご
存
知
で
す
か
？

　ＮＨＫ長野放送局・松本支局と阿智村では、「ＮＨＫジュニアバレーボール教室」を行います。

　このイベントでは、地域の中学生を対象に、一流のアスリートとの交流を通じてスポーツの素晴らしさ

や楽しさを伝えます。

　見学をご希望の方は、当日会場にお越しください。

1．日　　　時 平成23年9月4日（日）　午後1時～午後4時（予定）

2．会　　　場 阿智村立阿智中学校体育館　　

 長野県下伊那郡阿智村伍和173（�0265－43－2504）

3．主　　　催 ＮＨＫ長野放送局・松本支局、阿智村

4．講　　　師 大林素子（スポーツキャスター・元オリンピック日本代表）

 永富有紀（元アトランタ五輪　日本代表セッター）

5．参　加　者 下伊那中学校体育連盟に加盟するバレーボール部員 約８０人

　　 ※参加者の公募は行いません。

6．観　　　覧 入場無料・観覧自由

7．お問合わせ ＮＨＫ長野放送局　編成・事業・広報

 �026－291－5218（平日/午前10時～午後7時）

 ＮＨＫ長野放送局ホームページ　http://www.nhk.or.jp/nagano/

 阿智村役場協働活動推進課

 �0265－43－2220（平日/午前8時30分～午後5時15分）

「ＮＨＫジュニアバレーボール教室」の実施について 「ＮＨＫジュニアバレーボール教室」の実施について 「ＮＨＫジュニアバレーボール教室」の実施について 

������

������

参
加
費　

二
〇
〇
円

　

展
示
期
間
中
は
ゝ
き
木
館
で
作
れ
ま
す
。

展
示
を
見
た
記
念
に
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
開
館
時
間　

午
前
九
時
三
〇
分

　
　
　
　
　
　

〜
午
後
四
時
三
〇
分

●
休
館
日　

火
曜

　
　
　
　
　
（
祝
日
の
場
合
、
翌
日
休
館
）

●
お
問
い
合
わ
せ

阿
智
村
東
山
道
・
園
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン

タ
ー
「
は
ゝ
き
木
館
」

　

�
・
�　

〇
二
六
五（
四
四
）二
〇
一
一

h
ttp
://w

w
w
.vill.a

c
h
i.n
a
g
a
n
o
.j-

 
   
    
 
 
       
 
 
   
 
 
 
 
 
   

p
/vis
ito
r/in
d
e
x.h
tm
l

 
    
   
    
 
 
   
  
 

の
月
ま
で

◆
返
還
期
間

中
学
校
卒
業
後
一
年
間
据
置
い
た
後
、

月
賦
又
は
半
年
賦
併
用
に
よ
る
二
十
年

以
内
の
均
等
払
い

※
高
校
・
大
学
等
へ
進
学
し
た
場
合
、

在
学
中
は
返
還
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

介
護
料
の
支
給

　

自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
重
度
後
遺
障
害

者
（
自
賠
法
施
行
令
別
表
第
一
の「
第
一
級

一
・
二
号
」・「
第
二
級
一
・
二
号
」に
該
当
）

と
な
ら
れ
た
方
で
介
護
を
必
要
と
さ
れ
る

方
に
対
し
て
、
介
護
料
を
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
月
額

特
�
種　

定
額 

六
八
、四
四
〇
円

　
　
　
　

上
限
額 
一
三
六
、八
八
〇
円

�　

種　

定
額 

五
八
、五
七
〇
円

　
　
　
　

上
限
額 
一
〇
八
、〇
〇
〇
円

�　

種　

定
額 

二
九
、二
九
〇
円

　
　
　
　

上
限
額 

五
四
、〇
〇
〇
円

◆
支
給
期
間

　

申
請
を
受
理
し
た
月
か
ら
介
護
料
を
支

給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
す
る
月
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
先

　

独
立
行
政
法
人

　

自
動
車
事
故
対
策
機
構
長
野
支
所

　

長
野
市
南
長
池
七
一
〇－

三

　

�
〇
二
六－

四
八
〇－

〇
五
二
一
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おしらせ 

分
譲
住
宅
地

購
入
希
望
者
募
集

新
た
に
住
宅
を
建
て
る
方
の

支
援
を
い
た
し
ま
す

　

村
で
は
、若
者
の
村
内
定
住
や
Ｉ
Ｕ
タ
ー

ン
者
の
誘
致
、
地
域
の
活
性
化
を
目
的
に

分
譲
住
宅
地
を
造
成
し
分
譲
販
売
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
若
者
定
住
促
進
住
宅
新
増
改
築

等
支
援
金
制
度
を
つ
く
り
、
住
宅
用
地
購

入
や
住
宅
建
築
費
用
に
対
し
助
成
金
と
し

て
最
大
二
二
〇
万
円
ま
で
支
援
し
て
い
ま

す
。

　

現
在
分
譲
中
の
備
中
原
星
の
杜
分
譲
住

宅
地
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
希

望
の
方
は
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

■備中原　星の杜　分譲住宅
8区画分譲区画数

〒395－0302　下伊那郡阿智村伍和備中原　（第二小学校徒歩5分）場　 　 所

約100坪分 譲 面 積

水道・下水道完備設 備
土地・建物を総額約1,500万円で購入可能（支援金を受けた場合）
モデル住宅4種類から住宅を選択し、阿智村建築組合が責任施工分 譲 特 色

申請時の年齢が５０歳未満（夫婦の場合はどちらか一方で可）の者
・住宅用地取得後、3年以内に定住目的の住宅建築に着手する者
・村が定める期日に土地代金の支払いができる者
・暴力団関係者でない者
・自治組織に加入し、地域活動などに積極的に参加していただきます。

分 譲 条 件

坪  25,000円分 譲 価 格

・申込みは随時受け付けています。先着順となります。
・契約は3年以内に家を建てる条件で、買い戻し特約が付きます。
・住宅建設時には、水道や下水道の加入者負担金が必要となります。
・自治会加入金が必要となります。

そ の 他

村
営
住
宅
の入

居
者
募
集

　

村
営
住
宅　

昼
神
温
泉
従
業
員
住
宅
・

ア
ラ
ヤ
第
一
団
地
・
定
住
促
進
川
裾
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

〔
募
集
団
地
名
・
戸
数
・
間
取
り
〕

○
智
里
東
地
区

・
昼
神
温
泉
従
業
員
住
宅
二
戸
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　
（
昼
神
温
泉
従
業
員
用
）

○
清
内
路
地
区

・
ア
ラ
ヤ
第
一
団
地　
　

三
戸　

３
Ｄ
Ｋ

　
（
公
営
住
宅　

所
得
制
限
あ
り
）

・
定
住
促
進
川
裾
住
宅　

一
戸　

２
Ｄ
Ｋ

　
（
定
住
促
進
住
宅
）

　

入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
地
域
経
営

課
、
定
住
促
進
係
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。�������	


【
空
き
家
関
係
の
支
援
】

�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

集
落
内
の
空
き
家
活
用
を
促
進
し
定
住

者
を
増
や
す
た
め
、「
阿
智
村
空
き
家

情
報
活
用
制
度
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　

集
落
内
の
空
き
家
で
賃
貸
や
売
買
可

能
な
物
件
に
つ
い
て
、
空
き
家
情
報
活

用
性
度
へ
の
ご
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
��

�
�

　

空
き
家
の
賃
貸
・
売
買
な
ど
の
た
め
に

必
要
な
整
備
（
ゴ
ミ
の
廃
棄
、
雨
漏
り

修
繕
な
ど
）
の
経
費
を
最
大
二
〇
万
円

ま
で
を
支
援
し
ま
す
。

定
住
者
確
保
の
た
め

空
き
家
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
。

【お申し込み・お問い合わせ】

　阿智村役場　地域経営課
　定住支援センター 

TEL. 0265－43－2220
FAX. 0265－43－3940
Eメール：
info@vill.achi.nagano.jp
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阿智村では、太陽光発電システムなどの住宅設備等を設置される方に

補助金を交付して、自然エネルギーの活用を推進しています。

＜申請手続き＞

※申請は、必ず設置工事の前に行ってください。

・補助金の交付を希望される方は、申請書に必要な書類を添えて、役場地域経営課

　環境政策係までご提出ください。

・申請書用紙は役場地域経営課にありますので、申請をされる方はご連絡ください。

　また、阿智村ホームページからダウンロードすることもできます。

�������	


�����

限度額補  助  率名　　　称

20万円

設備導入に要し

た直接的経費の

1／3以内

ペレットボイラー

10万円
ペレットストーブ

薪ストーブ

5万円太陽熱温水器（一体型）

10万円太陽熱温水器（分離型）

1 対象者（次の全ての要件に当てはまる方）

・阿智村住民で、村内にある自ら居住する住宅

（住宅が事務所や店舗を兼ねる場合も含む）へ設置し

ようとする方

・電力会社との余剰電力の販売契約を締結できる方

・村税や納付金等の滞納をしていない方

2  補助金の額

設置するシステムの発電量１kwあたり5万円を補助し

ます。ただし、限度額は20万円です

住宅用太陽光発電システム設置補助金

環境にやさしい住宅設備導入補助金

1 対象者（次の全ての要件に当てはまる方）　　

・阿智村住民又は村内に事務所を有する法人若しくは団体

・この補助金を受けて導入する設備の設置場所が村内で

あること。

・村税や納付金等の滞納をしていない方

2　対象となる設備と補助金の額
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村
で
は
名
誉
村
民
で
あ
る
故
熊
谷
元
一
さ
ん
の
功
績
を
顕
彰
し
現
在
に
活
か
し
て

未
来
へ
発
展
さ
せ
よ
う
と
、『
こ
ど
も
』
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
第
十
四
回
熊
谷
元
一
写

真
賞
コ
ン
ク
ー
ル
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
も
、
熊
谷
元
一
さ
ん
の
「
農
村
記
録
写
真
」
精
神
に
ひ
か
れ
た
、
四
十
三
都

道
府
県
の
四
百
六
十
八
人
の
方
か
ら
千
四
百
七
十
八
点
の
応
募
が
あ
り
、
七
月
九
日

（
土
）、
阿
智
村
観
光
セ
ン
タ
ー
（
熊
谷
元
一
写
真
童
画
館
）
に
お
い
て
、
入
選
作
品

の
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

阿
智
村
で
は
、
平
成
八
年
六
月
、

農
村
記
録
写
真
を
通
じ
て
心
豊
か
な

生
活
文
化
の
創
造
に
役
立
て
る
た

め
、「
農
村
記
録
写
真
の
村
」
宣
言

を
し
て
い
ま
す
。
芸
術
作
品
で
は

な
い
民
衆
の
生
活
を
撮
り
記
録
し

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平

成
十
年
よ
り
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
十
四
回
目
と

な
る
今
回
も
全
国
か
ら
力
作
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

〈
審
査
員
講
評
〉

　

第
二
回
以
来
の『
こ
ど
も
』を
テ
ー

マ
に
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ

レ
ベ
ル
の
高
い
作
品
が
多
く
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。
応
募
点
数
は
過
去
最

多
の
千
四
百
七
十
八
点
に
上
り
、

応
募
者
数
も
前
年
よ
り
百
五
十
一
人

多
い
四
百
六
十
八
人
で
し
た
。

　

身
近
で
撮
影
し
や
す
く
、
表
情

や
し
ぐ
さ
が
豊
か
な
子
ど
も
た
ち

を
題
材
に
し
た
そ
の
対
象
を
見
つ

け
て
、け
れ
ん
味
な
く
直
感
で
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
押
し
た
作
品
が
目
立
っ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
思
わ
ず
笑
み

が
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
楽
し
い
写
真

も
あ
り
ま
し
た
。

　

大
賞
の
「
な
い
し
ょ
話
」
は
、

祭
り
の
法
被
を
着
た
可
愛
ら
し
い

二
人
の
聞
き
耳
を
立
て
て
見
つ
め

る
犬
が
画
面
の
中
で
見
事
な
構
図

に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
瞬
を
と
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ら
え
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
で
し
た
。

　

今
回
の
審
査
は
例
年
以
上
に
時
間

を
か
け
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
し
ま

し
た
。
上
位
入
賞
作
品
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
趣
の
あ
る
甲
乙
つ
け
が

た
い
写
真
が
並
ん
で
い
ま
す
。

【
次
回
テ
ー
マ　
「
こ
ど
も
」】

　

来
年
、
熊
谷
元
一
写
真
賞
コ
ン

ク
ー
ル
は
第
十
五
回
を
迎
え
ま
す
。

入
学
し
た
児
童
た
ち
を
担
任
だ
っ

た
熊
谷
元
一
先
生
が
撮
影
し
た
写
真

集
「
一
年
生　

あ
る
小
学
教
師
の

記
録
」、
そ
の
後
も
写
真
家
と
し
て

子
ど
も
の
姿
を
撮
影
し
続
け
た
こ
と
。

そ
の
カ
メ
ラ
ア
イ
を
原
点
に
、
写

真
賞
コ
ン
ク
ー
ル
の
来
年
の
テ
ー

マ
も
今
回
と
同
じ
『
こ
ど
も
』
と

し
ま
す
。
家
族
や
親
子
、友
達
の
絆
、

明
る
い
未
来
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

る
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
撮
っ
て
く

だ
さ
い
。
一
般
、
高
校
生
以
下
と

も
幅
広
い
応
募
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
テ
ー
マ
に
と
ら
わ
れ
な
い

阿
智
村
内
で
撮
影
し
た
作
品
を
対
象

に
し
た
部
門
「
阿
智
村
輝
き
賞
」

を
次
回
も
行
い
ま
す
。
村
の
史
跡
・

旧
跡
、
自
然
、
祭
り
、
温
泉
な
ど

村
外
の
方
々
も
ぜ
ひ
お
越
し
に
な
っ

て
、
美
し
く
生
き
生
き
と
し
た
「
阿

智
村
」
を
撮
影
し
、
作
品
を
お
寄

せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
審
査
員
長　

伊
東
征
彦
）
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第14回熊谷元一写真賞コンクール・テーマ「こども」受賞者名簿
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ご住所お名前作　品　名受賞名区分

長野県長野市松下　健二ないしょ話元一写真大賞

一　
　
　

般　
　
　

の　
　

部

テ　
　
　

ー　
　
　

マ　
　
　

部　
　

門

長野県松川町鋤柄　郁夫空は広いなァ阿 智 村 賞

埼玉県秩父市山口　秀明子どもは宝です信 毎 賞

長野県飯田市下平　昭子空まで飛びたいJAみなみ信州賞

大阪府堺市古谷　　保三輪車が行く
優 良 賞

静岡県静岡市上田　茂穂寝る子は育つ

長野県飯田市林　　英男お手伝い

佳　 作

長野県茅野市永田　龍也春　希望に燃えて

埼玉県東松山市並木　久一あと一息

石川県輪島市天野　勝広上手よ！

秋田県横手市本間　公淳学校田の田植

長野県佐久市真次　光毅放水を浴びて

神奈川県小田原市本間　浩一春の喜び

兵庫県尼崎市千葉　国男楽しいひと時

山口県下関市野村ミツ子生き生き児童の発表会

長野県長野市西野入孝男びしょ濡れ

東京都小金井市渡部　直樹私も走りた～い

飯田信用金庫賞

高
校
生
以
下
の
部

千葉県鴨川市渡邊　愛実気になる

長野県阿智村櫻井　春菜一秒にかける

長野県飯田市我科ひかりわぁ！！

長野県飯田市狩野　春奈感動のその瞬間

長野県飯田市岡本　潯子僕達の散歩道

阿智村輝き賞

阿
智
村
内
撮
影
部
門

長野県飯田市中島　辰男飛び入り

阿智村春日林　　邦夫ナメコ茸大豊作

三重県四日市市中村　昭夫山郷晩秋

愛知県半田市榊原　勇夫薫風に舞う

阿智村春日中島　馗允夕暮れの桜

静岡県静岡市後藤　　勤新緑の渓谷

岐阜県中津川市青木　孝義花桃の里

阿智村駒場矢澤　正之初日の出・奉納太鼓

阿智村伍和園原　鶴男ジャンプ
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特定健診　受診時の持ち物

・特定健診受診券（紫色の用紙）

・特定健診問診票（Ａ3サイズの用紙）

・健診費用1,000円

つぶやき 
保健師

さんの
 

　今年の夏も村の健診を行います。

　特定健診は国保の40歳から74歳までの方を対象に行う健診です。

　働き盛りの年代から、1年に1度健診を受け、自分の体の状態を知り病気を予防し、健康づくりをしてい

くことが非常に大切です。

　また国保特定健診では、平成24年度までに受診率65％を達成しないと、国からの補助が減額され、国

保会計から700万円ほどの負担増となる可能性があります。対象者の方の1人でも多くの方に健診を受け

ていただきたいと思います。

　以下の日程で健診を行いますので、特定健診対象者の方は、必ず受診してください。
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　平成17年より積極的接種が差し控えられていた日本脳炎の予防接種が再開されました。

　今年度より日本脳炎の対象者が3歳～20歳未満の方までとなりました。

　今年3歳になるお子さん・年少のお子さん、9～10歳になるお子さんを対象に、第1期接種のご案内を

しております。

　第2期の接種については、第1期の追加が終わってから、6日以上あけると接種可能となりますが、第1

期の接種終了後、おおむね5年後に第2期の接種すると免疫が効果的につくと言われております。第2期の

接種をご希望の方もまず、第1期の接種が完了しているかご確認ください。

　日本脳炎の接種には、村の問診票を使用していただきます。

　20歳未満の方で、第1期・第2期の接種ご希望の方は、母子手帳で今までの接種回数をご確認の上、役

場　保健師までご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�43－2220

日本脳炎予防接種についてのお知らせ日本脳炎予防接種についてのお知らせ　～まずは第1期接種のご確認を～

�������	
��

C型肝炎・前立腺がん検診を申し込まれた方へ
　C型肝炎・前立腺がん検診も上記との日程で行いま
す。受診券と検診費用600円（C型肝炎のみ）を持っ
て受診してください。
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こんにちは 自立生活支援センターです こんにちは 自立生活支援センターです こんにちは 自立生活支援センターです 
地域で暮らす、高齢者・障害をお持ちの方とその家族、また近隣の方々のための 

「なんでも相談窓口」です。 
皆さんがいつまでも健やかに住み慣れた阿智村で生活していけるよう、保健師・

看護師・主任介護支援専門員・社会福祉士が支援します！ 

★何でもご相談ください★ 
相談に応じて適切なサービスや機関、制度の利
用につなげるお手伝いをします。 
たとえば…？ 
○家族が介護の必要な状態になってしまった 
○近所のお年寄りの様子がおかしい、心配。 
○今は一人でも大丈夫だが、この先の事を考
えると不安… 

介護に関する相談以外でも結構です。 

★皆さんの権利を守ります★ 
悩みや疑問を一人で抱え込んでいませんか？
たとえば…？ 
○悪質な訪問販売の被害にあってしまい、
どうしたら良いかわからない。 
○介護サービスを利用したいが、手続きが
できるか心配。 
○財産管理に自信がなくなった。 
○近所の高齢者が虐待にあっているようだ…。 

★介護予防が大切です★ 
たとえば…？ 
○畑で野菜を作り続けたいな… 
○公園まで散歩できるようになり
たいな… 
→要支援1・2の方にはケアプラン
を作成し、自立した生活が続け
られるよう支援します。 
○足腰が痛くて外に出ることが少
なくなった 
→おたっしゃ会やサロンで介護予
防の体操をしています。 

★さまざまな方面から皆さんを支えます★ 
高齢者・障害をお持ちの皆さんにとって、より
暮らしやすい地域になるように、さまざまな機
関とのネットワーク作りに力をいれています。 

こんなサービスもあります！ 

 配食サービス 

お昼のお弁当を配達します。独居、高齢者のみ
の世帯、日中独居になる方等ご相談に応じます。 

 こんにちは訪問 

独居、高齢者のみの世帯、その他必要な方をヘ
ルパーが定期的に訪問し、安否確認を行います。
いずれも申請が必要ですのでご相談下さい。 

社会福祉士 保健師 

岡庭弘子 梅木 忍 

「どこに相談すれば良いのかわからない」というお悩みも、 
お気軽にご相談ください。 

場所　阿智村役場庁舎1階④番窓口 

電話 45－1140（24時間対応） 
まずはお電話下さい。状況に応じて訪問させていただきます。 
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今後の予定  今後の予定  
7月 20日（水）～ 26日（火） 保護者懇談 
7月 27日（水） 1学期終業式 
8月 01日（月） 中学生体験入学 
8月 22日（月） 2学期始業式　実力テスト 
9月 03日（土） PTA研修旅行 

19月 09日（金）  生徒会立会演説会 
19月 22日（木） 交通安全講話 
19月 26日（月）～ 28日（水） 中間テスト 
10月 06日（木） 強歩大会 
10月 15日（土） 創立60周年記念式典 
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　南信大会では、女子バレー部は2

位、ソフトテニス部はベスト16、

女子柔道は団体戦3位となり、県大

会へ出場しました。

　全校生徒が2日間バスケットボール（男女）、
ソフトボール（男）、卓球（女）の各種目でさわ
かやな汗をながし、クラスの団結や他学年との
交流を深めるクラスマッチとなりました。
　さわやかな好天に恵まれ、好プレー珍プレー
ありの楽しいクラスマッチとなりました。
　種目別では3年生の活躍が目立ちました。

　今年度も、2人の卒業生を迎えて、

教育実習が行われました。夢に向かっ

てがんばっている先輩の姿は在校生

にも刺激になりました。

　今年で54回目を迎えた楝祭は
「楝愛～始まるに!全員集合!!～」を
テーマに文化系クラブ発表、クラス
発表に取り組みました。地域の方々
にも多数お越しいただき、ありがと
うございました。
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今
年
は
三
六
災
害
か
ら
五
十
年
目
の
年
で

あ
り
ま
す
。
昭
和
三
十
六
年
六
月
二
十
七
、

二
十
八
日
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
、
本
村
を
は

じ
め
飯
田
・
下
伊
那
地
方
が
大
災
害
に
見
舞

わ
れ
ま
し
た
。
本
村
の
被
害
は
二
人
の
方
が
命
を
な
く
さ
れ
、
家
屋
の
流
失
や
農
地

の
流
失
等
被
害
総
額
二
十
億
円
余
に
あ
が
り
ま
し
た
。智
里
西
地
区
は
孤
立
化
し
、自

衛
隊
に
よ
っ
て
救
援
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
も
こ
の
年
の
八
月
に
正
式
に
職
員
と
な
り
、
災
害
復
旧
の
測
量
等
に
従
事
し
ま

し
た
。
今
で
も
村
内
各
地
の
惨
状
は
目
に
焼
き
つ
い
て
お
り
ま
す
。
現
恵
那
山
ト
ン

ネ
ル
入
口
付
近
（
横
川
渡
）
の
流
失
、
道
路
の
崩
壊
、
現
昼
神
温
泉
地
（
前
河
原
）

の
流
失
等
々
ポ
ー
ル
を
持
っ
て
歩
い
た
こ
と
が
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

あ
れ
か
ら
五
十
年
、
そ
れ
か
ら
も
、
い
く
つ
も
の
災
害
を
乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。

同
僚
を
失
う
と
い
う
悲
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
平
成
十
二
年
の
災
害
を
期
に
砂

防
等
も
整
備
さ
れ
、
少
し
の
雨
で
災
害
を
心
配
し
な
く
て
も
良
い
状
況
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
五
十
年
目
の
年
に
あ
ら
た
め
て
災
害
の
な
い
郷
土
づ
く
り
と
、
万
が
一
へ

の
備
え
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。　
 　
　
　
　
　
　
（
一
）

あ
ぜ
み
ち 
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